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会   議   録 

会 議 名 山陽小野田市中学生の文化・スポーツ活動体制整備協議会（第６回） 

開催日時 令和７年４月２３日（水） 午後６時～午後６時５５分 

開催場所 山陽小野田市役所３階 大会議室 

出 席 者 平中 政明、高来 英行、吉水 多加志、 

岩間 英昭、下瀨 昌巳、岸田 茂、松永 進、 

大田 誠、下瀬 正巳、河本 渡、宮崎 光巨、 

宇野 直士、藤山 雅之、篠原 正裕 

委 員 数 １６人 

出席者数 １３人 

欠席者数  ３人 

欠席者 中村 夏江、重永 澄恵、西村 公一 
 

事務担当課 

及び職員 

教育総務課 矢野次長、鈴木補佐、稲葉係長 

学校教育課 升谷課長、田坂主幹 

文化スポーツ推進課 原田課長、野田主査、田島係長、桑原 

会議次第 １ あいさつ 

２ 経過報告 

（１）地域クラブ活動体制整備事業について 

（２）分科会報告（３月２６日・２７日実施） 

（３）地域クラブ推進室立ち上げ 

３ 協議事項 

（１）新たな地域クラブ活動団体設立の手引きについて 

（２）その他 

 ・今後のスケジュールについて 

 ・各市の取組・進捗状況について 

 

 

Ｄ委員 

 

 

事務局 

 

Ｍ委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

Ｌ委員 

 

 

次第２ 経過報告  

 

保険料ですが、参加者 1人当たり 800円と指導者 1人当たり 1650円は、

年間の保険料ということか。 

 

そのとおりである。 

 

収入の自治体において確保する財源の中に、1人当たり年間 500円が入っ

ているということだが、何人分を見込んでいるのか。 

 

1,000人分、50万円である。 

 

次第３ 協議事項（１） 新たな地域クラブ活動団体設立の手引きについ

て 

 

（１） 地域クラブの設立要件の中の⑦指導者の確保のところであるが、 

指導者については運営団体等が実施する指導者研修会等を毎年受講する

ことって、この運営団体等っていうのは何を指すのか。 
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また、（５）新たな地域クラブの規約・会則についてであるが、いわゆる

コンプライアンスについて謳われると思うが、それについてはどのよう

に考えているのか。 

 

運営団体等については市のほうで、当面は担うということで地域クラブ

推進室と考える。市のほうで毎年度、今年度から少なくとも2回以上の指

導者講習会を開催を考えており、その受講を促していく。それと、新た

な会則ということでコンプライアンスの記載についてはその他に含まれ

ると思うが、内容は市でチェックし、いわゆる指導上のパワハラとか、

セクハラとか、それらを含めたものを求めていくつもりなので、調整し

たいと考えている。 

 

この新たな地域クラブと、今既にあるようなクラブチームとは違うとい

う認識でよいか。その場合、この地域クラブ団体に申請して認定される

わけだが、その場合のメリットはどういうものがあるのかが示されない

と、地域クラブの区分があまり意味がなくなってしまうのと思うが、ガ

イドライン手引きなので、そのことは謳われないのか。 

 

ガイドラインですが、3ページ目の冒頭部分に活動場所ということで、学

校施設の優先利用の調整、文化施設、体育施設の利用調整を支援する。

また、施設使用料の減免について規定を設けることとしているので、地

域クラブが立ち上がれば、教育総務課が主体となり学校施設に関しまし

ては令和 7年4月から、地域クラブを見据えて立ち上げられた団体につい

ては、施設の使用料を全額減免にするということで運営を始めたところ

である。この減免を市全域の施設に広げていくつもりであるので、文化

スポーツ推進課が所管する市のスポーツ施設、文化施設、並びに他課が

所管する都市公園、交流センター等の使用料についても、市で支援をし

ていく。 

 

学校施設も含まれているということだが、今年度から月曜と水曜が部活

動を停止しているが、学校施設の午後４時以降の使用の可能性がある

か。また、例えば補助金が出るとか、そういうようなことが予定されて

いるか。 

 

学校の利用に関して、今の想定では、午後4時以降という話であったが、

ガイドラインでは、午後9時までの活動を認める方向である。場合によっ

ては、今、学校施設を午後7時以降は地域開放していると承知している。

これについても、再度交渉したいと考えているが、あくまでも中学校の

部活動を優先して利用させたいと考えているので、教育委員会との協

議、学校との協議にはなるが、今一度全体を見直して協議したいところ

である。まだ決定事項ではないが、優先的な利用をそこまで措置をした

いと思っている。もう1点、補助金等の件があったが、今のところ国や県

の方向性が見えていない。一方で、単市でこれを負担しながらやってい

くっていうことは相当な費用がかかると承知しているので、この辺を勘
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事務局 

案をしながら検討していきたいが、現時点では、どのくらい支援ができ

るという提示ができない。 

 

今質問のあった午後 4時以降という、午後 5時より早い時間帯についてだ

が、あくまでも学校教育が基本となり、学校教育上、支障がない範囲で

あれば、午後 4時あるいは午後 3時半の時間からも貸出しについては、学

校と協議をしていく。 

 

先ほどから週月曜・水曜が主に、休みという話があったが、これは、月

曜と水曜は必ず休みにするのか。学校によっては、体育館等の広さ等に

よって、月曜と水曜に休んだら、部活の練習が週3日できない学校がある

のではないか。もっと弾力性を持って、週2日は休みにするという指導ぐ

らいでよいではないか。月曜と水曜は必ず休みという指導はどうなの

か。 

 

昨年の 12月 23日に教育長名で発出している「令和 7年度からの学校部活

動について」というお知らせがある。保護者の皆様へというところであ

るがその中に、学校部活動の実施については原則次のとおりとする。今

指摘があったように、令和 7年度は平日は火・木・金の 3日、休日は土日

のいずれか1日となっている。原則、次のとおりとなっているので、その

辺りは学校のほうでどのような対応をしているのか、そのような形で、

保護者のほうにもお知らせのほうをしている。 

 

では、月曜日と水曜日に決めつけているわけではないのか。 

 

実際、学校がどのように運用しているか把握していないのでわからな

い。 

 

地域クラブはどのような組織になるのか。また、実施主体は誰でもよい

のか。 

 

地域クラブはクラブチームと違い、公の運営団体が管理する配下に所属

する地域クラブになる。また、実施主体に限っては、要件を満たしてい

れば、誰が運営されても問題ない。ただ、最終的にどれだけの謝金を実

際受け取るかとか、事務運営費をどうするのかを考えたときに、それぞ

れの団体が独立はできないと考えるので、市がどれだけ支援をしていく

かになる。あくまでも個別の団体で運営方針を決めて、指導者がどのよ

うなメンバーで、会計しているということを運営団体である市に報告し

てもらう。その報告により、市で運営状況を確認し、管理する。これを

当面の間は、市で運営していくということである。 

 

当面が過ぎたらどうなるのか。 

 

市がこのような運営団体を行っているところはほとんど皆無である。い
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わゆるスポーツ協会、文化財団、文化振興財団に、この運営団体を任せ

ているところがほとんどである。そういった担い手がいれば、できるだ

け民間で行うのが運営はスムーズだと思うので、いずれは変更していき

たいと思うが、今の体制上、学校との調整であったり、生徒の調整等を

考えると、現状は不可能だと思う。本市の事例では当面の間、文化スポ

ーツ推進課が担っていく。 

 

委員からの意見をもとに、事務局で修正し、その後委員の皆さんに提示

していただきたい。 

 

次第３ 協議事項（２）その他 今後のスケジュールについて 

               各市の取組・進捗状況について 

 

別紙 4のスケジュールで、1番下に、令和 8年 4月に休日の学校部活動を

地域移行＜完全移行＞とあるが、去年から言っているのは、部活のチー

ムが交代するのは選手権なので、夏ぐらいまで引っ張るほうがスムーズ

ではないということと、それから中学生のチームの事情を言えば、それ

から教員の立場で言えば、大体大会が基本的には休日に行われるので、

例えば、春には教員で予選会をしているが、それができなくなる。地域

移行が急速に4月に起こって、間に合うのか。ぜひ子供たちのために尽力

したいというふうに考えている。またこれは、教員の服務にも関わって

くるので、学校教育課とも相談しないといけないが、教員の立場ではな

く土日働くと、また別の方法を考えなければならないし、教員の立場で

やるとなると、部活動ではないものにどういう立場で参加するべきか考

えることもある。その辺りで移行の時期について、また支援してほしい

と思う。 

 

今のは意見として承る。 

 

 

（全体を通しての意見） 

 

ガイドラインの（3）指導者の③の三つ目、「教員免許を取得しており、

学校部活動の顧問の経験があること」というところ。ここは少し縛りを

かけたほうが良いではないのか。というのが、当該スポーツの顧問の経

験があるとかにしないと、ちょっと抜け道になり、教員免許を持って顧

問の経験があるのは、中学校の先生みんな顧問の経験あるので、誰か1人

指導者に入れておけば幾らでも設立できるっていうことになってしま

う。 

それから（2）参加者ですが、中点の一つ目、「近隣市町から」のところ

が少し気になって、実際はこの辺りでは宇部市などになるが、大会のこ

とを考えると同一市内だと大会が行事を避けながら調整できるが、わた

ると少し気になる。例えば「この日学校行事があるけど、大会があるか

ら欠席します」、「合唱祭出れません」みたいなこと、そういうこともあ
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ると思って少しリスクは感じた。 

 

今の部分の視点が漏れていたので、早速改正に向けて動きたいと思う。 

 

 

（3）の指導者の③の三つ目、「教員免許を取得しており、学校部活動の

顧問の経験があること。」逆のこと言うが、今、学校部活動から地域移行

しようとしているのに、教員の免許のことをわざわざここに出すのはい

かがか。 

 

ここに出している人がどうかっていうところであるが、教員の方は受講

しなくても、教員という立ち位置で今まで指導してきたということの視

点はあるが、これがあることによって、教員の方が強制的にそういった

指導になるっていうことであれば、検討したいと思うが、このあたりが

どうかっていうところ、意見を聞きながら。それで、このガイドライン

は、他市の例も含めて作り上げているが、将来にわたって固定するもの

ではないと思っており、随時改定はしていきたいと思う中、これを先か

ら出さないほうがよいということであれば、皆さんの意見が総意であれ

ば外していきたいと思うが。 

 

さっきの分科会報告を見ると、当面、何か指導経験がある教員がフォロ

ーしていきながら緩やかにシフトしていくのだろうと。さっきの外して

しまうと何か一気にハードル上がるなという気はした。 

 

今、意見があったので、この件に関して事務局のほうで精査してくださ

い。また次回報告をお願いします。 

 

先ほどの教員免許取得処理で、小学校教員は教員だが、部活動経験はな

い。ということは、やりたいと思っている人は多分、指導者にはなれな

い。そこもちょっと考えてほしい。該当者がいるからっていうわけでは

ないが、門戸を開くという意味で。それともう 1点、6月に地域クラブの

登録申請受付ということで、もうある程度目星がついて登録したいって

いう、そういうクラブをやりたいという方もいると思う。それで、まだ

まだ今その運営の団体の中で、まだ話合い等がうまくいってない団体、

その種目もあると思う。これは想定でよいが、どれぐらいすぐに6月から

動き出すっていうクラブチームができそうかっていうのは、予想でもい

いし、今いろんな団体から聴取されている現状からでいいと思うので、

予想として答えてください。 

 

 

まず 1 点目、どちらがいいかっていうところはあるが、先ほどの（3）指

導者ですが、③の次のいずれかに該当していることということなので、

ひとつ教員免許をして取得しており、学校部活動の当該顧問の当該スポ

ーツの経験があることということで、中学校の教員の方で専門部活をや
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っている方は、無条件にそれだけで資格がある。小学校教員の方、地

域、今まで指導してない方、スポ少の指導者である方等は、ここに①に

運営団体が求める指導資格を保有していることということで、これをど

こまで求めるかっていうところはあるが、先ほどの指導者講習を年に 2

回、我々はしていくつもりなので、その1回を、まずは受けてれば、いわ

ゆるここの資格に認めていこうと思うので、簡易な資格でまずは立ち上

げても問題ないと思う。これに関しては、一方で親御さんだったり、不

安を持たれる方もいると思うので、我々のほうである程度厳しい目で、

チェックをしていきたいと考えているところです。なので、早めから門

戸を開いた形で取り組んでいきたいと考えているのが1点目です。続きま

して、2 点目の回答です。6 月に受付をしたいということであるが、これ

の一つは、国から予算300万というところで、できるだけ多く配分をとっ

てほしいというところもあり、男子バレーボール部、陸上部、それか

ら、吹奏楽部、軟式野球部の立ち上げを検討されてるチームから相談を

受けているところで、これらは、条件が整えば6月からの申請受付が間に

合いそうだと考えているところです。これ以外に、市で考えている、現

在中学生の部活動の人気8種目を取り上げている分科会の種目ですが、こ

こで、少なくとも今年度中に一つ立ち上げてくれるように交渉している

ところですので、これらが追随してくるものと思う。これに輪をかけ

て、当然申告してほしいと思っている。 

 

 

 

本日の意見をもとに、修正を加えて、6 月までに市、庁舎内の決裁をと

り、まずはガイドラインを公表してスタートを切りたい。 

また、6月中に次の協議会を開催したいと思っている。 

 

 

～ 終了 ～ 

 


